
 

諮 問 第 5 9 3 号 

環 自 国 発 第 2 3 0 6 2 9 4 号 

令 和 ５ 年 ６ 月 2 9 日 

 

 

中央環境審議会 

  会長 高村 ゆかり 殿 

 

 

環境大臣 西村  明宏   

                           （ 公 印 省 略 ） 

 

 

国立公園事業の決定及び変更について（諮問） 

 

 

自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）第９条第１項及び同条第５項に基づき、下

記国立公園に関する公園事業の決定及び変更について、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

 

・十和田八幡平国立公園    ・尾瀬国立公園   ・上信越国立公園 

・富士箱根伊豆国立公園    ・中部山岳国立公園 ・吉野熊野国立公園 

・大山隠岐国立公園     ・足摺宇和海国立公園   

 

（以上、計８公園） 
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